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１．研究計画の概要 

（１）平成 16 年に成立した「裁判員の参加
する刑事裁判に関する法律」は、平成 21 年 5

月 21 日から施行されたが、職業裁判官のみ
による裁判と比較して一般市民が参加する
裁判員裁判は、立証活動に大きな変化が生じ
ると考えられた。 

（２）本研究は、裁判員裁判施行直前の準備
状況と施行後の状況を具に検証することを
通じて、裁判員裁判における立証活動の理論
的・実証的な研究を行うものである。 

（３）研究代表者は、平成 16 年 4 月に弁護
士登録を行い、弁護士資格を有していること
から、平成 19 年には、模擬裁判の弁護人役
を担当し、平成 21 年から平成 22 年にかけて
は、否認事件の弁護人を担当している。 

（４）裁判員裁判における立証活動において、
重要な意義を有するのは、公判前整理手続に
おける争点の整理と証拠の厳選であるが、そ
の手続は非公開であるので、弁護士資格を有
していないと検証が困難であったが、研究者
は、弁護人として公判前整理手続を体験して、
その課題を発見し、検討してきた。 

（５）実際に裁判を担当したり、裁判を傍聴
して、明らかになった課題を理論的に検討す
ることが、平成 22 年度の計画である。 

 

２．研究の進捗状況 

（１）独・英の証拠法に関する文献及び裁判
員裁判に関する我が国の文献の収集及び分
析はほぼ終了した。 

（２）裁判傍聴は、時間の関係から新潟地裁
における裁判に限定せざるを得なかったが、
新潟における公判の進捗状況が他県に比べ
遅れていることから、不十分な情報しか収集

できていない。 

（３）イギリスの裁判に関する情報収集は、
終了したが、独は相手方の都合により、未実
施である。 

 

３．現在までの達成度 

③やや遅れている。 

その理由としては、新潟地裁における裁判員
裁判の実施が大幅に遅れていることによっ
て裁判傍聴を通じた情報収集が不十分にし
かできていないこと及び独の現地での情報
収集が遅れたことである。 

 
４．今後の研究の推進方策 
（１）新潟地裁における裁判員裁判を傍聴す
ること。 
（２）研究者が弁護人として担当する事件の
準備及び公判での立証活動を他の弁護士に
評価して貰うことを通じて、立証活動の問題
点を明らかにする。 
（３）実務で明らかになった立証の問題点を
理論的に検討し、研究成果に纏めること。 
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